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○匝瑳市創業資金利子補給金交付要綱 

平成２９年３月３１日 

告示第２４号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、創業時の負担の軽減と経営の安定を図り、もって市の産業

の振興に寄与するため、匝瑳市内で創業し別表の制度融資（以下「創業融資」

という。）を受ける者に対し、当該貸付に係る利子の支払額の一部について、

予算の範囲内において創業資金利子補給金（以下「利子補給金」という。）を

交付することに関し匝瑳市補助金等交付規則（平成１８年匝瑳市規則第６６号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補給対象者） 

第２条 利子補給金の交付を受けることができる者は、創業融資を受けた者で次

の各号のいずれにも該当している者とする。 

(1) 匝瑳市の区域内に住所又は事務所を有する者 

(2) 創業融資を活用して匝瑳市の区域内で事業を行う者 

(3) 匝瑳市の市税及び国民健康保険税に未納がない者 

（利子補給率等） 

第３条 利子補給金の補給率は年１．０パーセントとし、利子補給の対象となる

融資の限度額は３，０００万円とする。ただし、創業融資に係る利率が１．０

パーセント未満の場合又は経済産業省関係産業競争力強化法施行規則（平成２

６年経済産業省令第１号）第７条第１項に規定する証明で、市長の証明を受け

たものである場合については、利子の全額を補給する。 

（利子補給金の交付対象期間） 

第４条 利子補給金の交付対象となる期間は、償還開始月から３６月以内とする。

ただし、当該期間中に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、それぞれ当該

各号に定める日を利子補給金の交付期間の終期とする。 

(1) 第２条各号に該当しなくなった場合 該当しなくなった日 

(2) 償還期限を繰り上げて償還を完了した場合 償還を完了した日 

(3) 事業を休止又は廃止した場合 休止又は廃止した日 
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（交付の申請等） 

第５条 規則第３条の規定により、利子補給金の交付の申請をしようとする者（以

下「申請者」という。）は、創業資金利子補給金交付申請書兼実績報告書（第

１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 住民票の写し（法人にあっては、商業登記簿謄本） 

(2) 匝瑳市の市税及び国民健康保険税に未納がないことを証する書類 

(3) 当該年に支払った対象融資に係る償還金の額に関して金融機関が発行す

る利子支払証明書（第２号様式）又は制度融資名及び利子支払額を証明する

書類 

(4) 第３条ただし書に規定する特例を受ける場合、市長が発行した経済産業省

関係産業競争力強化法施行規則（平成２６年経済産業省令第１号）第７条第

１項の規定による証明に関する申請書で証明があるものの写し 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請書の提出期限は、利子補給金の交付の対象となる年の翌年の１月

末日までとする。 

３ 申請者は、第１項の申請書を提出する際に規則第１２条に規定する実績報告

を創業資金利子補給金交付申請書兼実績報告書（第１号様式）により行わなけ

ればならない。 

（交付の決定等） 

第６条 規則第４条の規定により、市長は、前条第１項の申請書の提出があった

ときには、速やかに申請書の内容を審査し、利子補給金の交付の可否を決定す

るとともに、規則第１３条の規定により利子補給金の額を確定しなければなら

ない。 

２ 規則第６条の規定により、市長は、前項に規定する決定の結果を創業資金利

子補給金交付決定（却下）通知書兼確定通知書（第３号様式）により申請者に

通知するものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する利子補給金の額の確定をしたときは、前項に規定

する通知に併せて創業資金利子補給金交付決定（却下）通知書兼確定通知書（第

３号様式）により規則第１３条に規定する利子補給金の額の通知を行うものと
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する。 

（交付の請求） 

第７条 前条の規定により利子補給金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」

という。）が、規則第１５条の規定により、利子補給金の交付を請求しようと

するときは、創業資金利子補給金交付請求書（第４号様式）を市長に提出しな

ければならない。 

（報告等） 

第８条 市長は、利子補給金の交付を適正に行うため必要があると認めるときは、

交付決定者へ創業融資を行う金融機関に対し、必要な事項について報告を求め、

又は交付決定者の関係帳簿書類等を関係職員に調査させることができる。 

（交付決定の取消し等） 

第９条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

利子補給金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、利子補給金の全部

又は一部を返還させることができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付決定又は交付を受けたと

き。 

(2) 創業資金又は利子補給金を目的に反して使用したとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。 

（その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２９年４月１日から施行し、同日以後に受けた創業融資につ

いて適用する。 

別表（第１条関係） 

区分 制度名 

株式会社日本政策金融公庫 新規開業資金 

女性、若者／シニア起業家支援資金 

再挑戦支援融資 
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生活衛生貸付のうち新規開業資金に係るもの 

新創業融資制度 

千葉県 創業資金 
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第１号様式（第５条関係） 

第２号様式（第５条関係） 

第３号様式（第６条関係） 

第４号様式（第７条関係） 

 


